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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組立性の向上を図れ、かつ安定した動作を行う
ことができ、さらに光源からの光の利用効率を向上させ
て小型化を図ることができる照明器具を提供する。
【解決手段】照明器具１０は、灯具本体と、軸体１２と
、固定部材と、回動手段１４と、を備え、回動手段１４
が、軸体１２に対して相対的に回動可能であるとともに
、固定部材に対して回動不可能な第１ワッシャ３０と、
第１ワッシャ３０に対して回動可能な第２ワッシャ３１
と、第１ワッシャ３０の第１端面に対して第２ワッシャ
３１の第２端面を押圧し、第１端面および第２端面の摺
接抵抗を任意に設定して維持するナット３４と、を有し
、固定部材の挿通孔２６に収容されるとともに挿通孔２
６の挿通方向長さを超える厚み寸法を有する小径部３９
が第１ワッシャ３０に設けられているとともに、第１ワ
ッシャ３０および第２ワッシャ３１が、互いの第１端面
および第２端面における外周縁側において当接している
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源を収容した灯具本体と、
　前記灯具本体に連結された軸体と、
　前記軸体の端部が引き抜き不可能に挿通された固定部材と、
　前記軸体の軸線を中心として前記軸体および前記固定部材を相対的に回動させるための
回動手段と、
　を備え、
　前記回動手段が、
　前記軸体に設けられて前記固定部材の外側に配置される鍔部と、
　前記鍔部に当接するまで前記軸体の端部に挿通されて前記固定部材に収容され、前記軸
体に対して相対的に回動可能であるとともに、前記固定部材に対して回動不可能な第１ワ
ッシャと、
　前記第１ワッシャに当接するまで前記軸体の端部に挿通され、前記第１ワッシャに対し
て回動可能な第２ワッシャと、
　前記軸体の端部に螺合されることにより、前記第１ワッシャの第１端面に対して前記第
２ワッシャの第２端面を押圧し、前記第１端面および前記第２端面の摺接抵抗を任意に設
定して維持するナットと、を有し、
　前記固定部材に設けられた挿通孔に収容されるとともに前記挿通孔の挿通方向長さを超
える厚み寸法を有する小径部が前記第１ワッシャに設けられているとともに、
　前記第１ワッシャおよび前記第２ワッシャが、互いの前記第１端面および前記第２端面
における外周縁側において当接していることを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば天井に設置されたコンセントレールに電気的に接続されて室内や廊下
のアクセント照明やスポット照射を行う照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の照明器具の一例として、回動角規制体と波形ワッシャと平ワッシャとナットとに
よって、回動軸をプラグに回動自在に支持した照明器具が知られている（例えば、特許文
献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－２５７４６号公報（図１、段落番号００８６，００９２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような照明器具は、プラグが回動軸の軸線を中心として二分割に形成されている。
そして、組立にあたり、回動軸に回動角規制体と波形ワッシャと平ワッシャとを挿通した
後、ナットを回動軸にねじ込み固定する。そして、分割されたプラグの一方に、各部品が
固定されている回動軸を組み込み、回動軸内に収容されている電線をプラグに予め装備さ
れている外部接続端子に電気的に接続し、プラグの他方をプラグの一方にねじ止めする。
　すなわち、このような照明器具は、プラグにナットのねじ込みための治具挿入スペース
がないため、回動軸をプラグに組み込んでから、ナットの回動軸へのねじ込みを行えない
ので、ナットを予めねじ込み固定した回動軸をプラグに挿脱自在に構成するようにしてい
る。
【０００４】
　しかし、上記特許文献１に開示された照明器具では、組み付けにあたり、回動軸に回動
角規制体を挿通してから、波形ワッシャと平ワッシャとナットとを挿通しなければならな
い。
　そのため、多くの部品を組み付ける必要があって作業性が良好ではないばかりか、多く
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の部品点数に伴う部品管理を必要として生産性の向上を図り難い。
【０００５】
　また、上記特許文献１に開示された照明器具では、回動角規制体の回動軸への接触面積
が小さい。
　そのため、ナットの締め付け力が所定値を超えて大きくなると、回動角規制体が座屈を
起こして破損しうる。
【０００６】
　本発明は、前述した要望を満たすためになされたもので、その目的は、組立性の向上を
図ることができるとともに安定した動作を行うことができる照明器具を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の照明器具は、光源を収容した灯具本体と、前記灯具本体に連結された軸体と、
前記軸体の端部が引き抜き不可能に挿通された固定部材と、前記軸体の軸線を中心として
前記軸体および前記固定部材を相対的に回動させるための回動手段と、を備え、前記回動
手段が、前記軸体に設けられて前記固定部材の外側に配置される鍔部と、前記鍔部に当接
するまで前記軸体の端部に挿通されて前記固定部材に収容され、前記軸体に対して相対的
に回動可能であるとともに、前記固定部材に対して回動不可能な第１ワッシャと、前記第
１ワッシャに当接するまで前記軸体の端部に挿通され、前記第１ワッシャに対して回動可
能な第２ワッシャと、前記軸体の端部に螺合されることにより、前記第１ワッシャの第１
端面に対して前記第２ワッシャの第２端面を押圧し、前記第１端面および前記第２端面の
摺接抵抗を任意に設定して維持するナットと、を有し、前記固定部材に設けられた挿通孔
に収容されるとともに前記挿通孔の挿通方向長さを超える厚み寸法を有する小径部が前記
第１ワッシャに設けられているとともに、前記第１ワッシャおよび前記第２ワッシャが、
互いの前記第１端面および前記第２端面における外周縁側において当接していることを特
徴とする。
【０００８】
　本発明においては、第１ワッシャの小径部が挿通孔の挿通方向長さを超える厚み寸法を
有する。
　そのため、従来のもののように回動角規制体と波形ワッシャとを組み込む必要がなくな
る。
　よって、多くの部品を組み付ける必要がなくなって組立作業性を良好にすることにより
、組立性の向上を図ることができるとともに、部品管理を削減として生産性の向上を図る
ことができる。
【０００９】
　また、本発明においては、ナットの軸体への螺合により、第１ワッシャの第１端面に対
して第２ワッシャの第２端面を押圧して、第１端面および第２端面の摺接抵抗が任意に設
定されて維持され、第１ワッシャおよび第２ワッシャが、互いの第１端面および第２端面
における外周縁側において当接する。
　そのため、ナットが螺合された軸体を固定部材に組み込むに際し、第１端面および第２
端面の摺接抵抗が固定部材の挿通孔に対して任意に設定されて維持されていて、第１ワッ
シャおよび第２ワッシャが、互いの第１端面および第２端面における外周縁側において当
接している軸体を固定部材に組み込むことになる。
　よって、ナットの締め付け力が所定値を超えて大きくなったとしても、第１ワッシャが
鍔部に座屈等を起こすことがないので、安定した動作を行うことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の照明器具によれば、固定部材に設けられた挿通孔に収容されるとともに挿通孔
の挿通方向長さを超える厚み寸法を有する小径部を第１ワッシャに設けているとともに、
第１ワッシャおよび第２ワッシャを、互いの第１端面および第２端面における外周縁側に
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おいて当接させた。
　これにより、組立性の向上を図ることができるとともに安定した動作を行うことができ
るという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態に係る照明器具について、図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１に示すように、本発明の一実施形態の照明器具１０は、不図示の光源を収容した灯
具本体１１と、その一端部を灯具本体１１に連結した中空の軸体１２と、軸体１２の他端
部を引き抜き不可能に挿通した固定部材１３と、軸体１２の軸線を中心として軸体１２お
よび固定部材１３を相対的に回動させるための回動機構（回動手段）１４と、を備えてい
る。
　この照明器具１０は、例えば天井に設置されたコンセントレールに電気的に接続されて
室内や廊下のアクセント照明やスポット照射を行う。
【００１３】
　図２にも示すように、軸体１２は、その他端部に雄ねじ部１５を形成しており、この雄
ねじ部１５の両側に係合面１６を有する。
【００１４】
　軸体１２は、内部に不図示の電線を収容している。電線は、その一端部を灯具本体１１
の光源に電気的に接続し、その他端部を固定部材１３に収容されている一対の外部接続端
子１７，１８にそれぞれ電気的に接続される。
【００１５】
　固定部材１３は、硬質の樹脂材料を用いて成形されている。固定部材１３は、軸体１２
の軸線を中心に二分割された第１固定部材１９と第２固定部材２０とからなる。
【００１６】
　両固定部材１９，２０は、ねじ孔２１，２２をそれぞれ有する。ねじ孔２１，２２には
、第２固定部材２０の外側から第１固定部材１９にねじ２３が挿通させる。ねじ２３は、
第１固定部材１９の外側に配置された不図示のナットにねじ込まれることにより、両固定
部材１９，２０を一体的に組み立てる。
【００１７】
　第１固定部材１９は、その上部に一対の外部接続端子１７，１８をねじ２４，２４のね
じ込みによりそれぞれ固定している。外部接続端子１７，１８は、不図示の天井に設置さ
れた例えばコンセントレールに回動装着されることによって電源回路に電気的に接続され
る。
【００１８】
　固定部材１３は、その下部の底板２５の中央部に丸孔形状の挿通孔２６を形成しており
、挿通孔２６の上部にガイド溝２７を形成している。ガイド溝２７は、円形の凹溝形状を
なし、内周部の挿通孔２６側の対向位置に一対の係合突起２８をそれぞれ突出形成してい
る。
【００１９】
　回動機構１４は、軸体１２の雄ねじ部１５の基端部に設けられて固定部材１３の外側に
配置される鍔部２９と、鍔部２９に当接するまで軸体１２の端部に挿通されて固定部材１
３に収容され、軸体１２に対して相対的に回動可能であるとともに、固定部材１３に対し
て回動不可能な第１ワッシャ３０と、第１ワッシャ３０に当接するまで軸体１２の端部に
挿通され、第１ワッシャ３０に対して回動可能な第２ワッシャ３１と、軸体１２の雄ねじ
部１５に螺合されることにより、第１ワッシャ３０の第１端面（図３参照）３２に対して
第２ワッシャ３１の第２端面（図４参照）３３を押圧し、第１端面３２および第２端面３
３の摺接抵抗を任意に設定して維持するナット３４と、を有する。
【００２０】
　鍔部２９は、例えば金属製であって、円盤形状に形成されている。
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【００２１】
　第２ワッシャ３１は、例えば金属製であって、円筒形状に形成されている。第２ワッシ
ャ３１は、中央部に雄ねじ部１５の係合面１６に係合されて挿通される係合受孔（図４参
照）３６を有する。
【００２２】
　第２ワッシャ３１は、外周部に予め定められた角度範囲を有する一対の回動規制用突部
３７を対向位置に有する。
【００２３】
　図３にも示すように、第１ワッシャ３０は、例えば硬質の樹脂材料を用いて円盤形状に
形成されている。第１ワッシャ３０は、天部に配置された大径部３８と、大径部３８から
下方に向けて延出された小径部３９と、を有する。
【００２４】
　第１ワッシャ３０は、その中央部に雄ねじ部１５の外径よりもわずかに大きい内径を有
して大径部３８および小径部３９を貫通した丸孔の軸体挿通孔４０を有する。
【００２５】
　第１ワッシャ３０は、大径部３８の上面に第１端面３２を有し、この第１端面３２の外
周縁部に一対の係合突起４１を対向位置にそれぞれ突出形成しており、これら係合突起４
１に対して円周方向にほぼ９０度の角度を置いた位置に一対の係合凹部４２をそれぞれ有
する。
【００２６】
　図４にも示すように、鍔部２９は、中央部に軸体１２の雄ねじ部１５の外径よりもわず
かに大きい内径を有する丸孔の挿通孔４３を有する。なお、鍔部２９は、軸体１２に溶接
等の接合手段を用いて予め固定されていても良い。
【００２７】
　第１ワッシャ３０の大径部３９の外径寸法は、第２ワッシャ３１の外径寸法に略等しい
。そして、第１ワッシャ３０の小径部３９の厚み寸法Ｌ１は、固定部材１３の挿通孔２６
の挿通方向長さ寸法Ｌ２をわずかに超えた大きさに設定されている。
　これにより、鍔部２９の上方側に第１ワッシャ３０が組み付けられることにより、挿通
孔２６の挿通方向長さ寸法Ｌ２よりもわずかに大きい小径部３９の厚み寸法Ｌ１の回動支
持空隙が形成されることになる。
【００２８】
　第２ワッシャ３１は、その下面に第２端面３３を有する。
　そのため、第１ワッシャ３０の上方側に第２ワッシャ３１が組み付けられることにより
、第１ワッシャ３０および第２ワッシャ３１は、互いの第１端面３２および第２端面３３
における外周縁側において当接することになる。
【００２９】
　第２ワッシャ３１は、中央部に係合受孔３６を有する。
　そのため、第２ワッシャ３１は、軸体１２の雄ねじ部１５に挿通されることにより、係
合受孔３６が雄ねじ部１５の係合面１６に係合されることにより、第２ワッシャ３１は、
第１ワッシャ３０とは独立して回動可能となる。
【００３０】
　次に、軸体１２の組立手順について説明する。
【００３１】
　まず、軸体１２を組立てる。
　軸体１２の雄ねじ部１５に、鍔部１９、第１ワッシャ３０、第２ワッシャ３１の順に挿
通していき、ナット３４を雄ねじ部１５にねじ込んでいく。
【００３２】
　ナット３４を雄ねじ部１５にねじ込んでいくと、鍔部１９に第１ワッシャ３０の小径部
３９が当接し、第１ワッシャ３０の第１端面３２に第２ワッシャ３１の第２端面３３が当
接し、それぞれが当接したときにナット３４の雄ねじ部１５へのねじ込みが完了する。
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【００３３】
　ナット３４の雄ねじ部１５へのねじ込みにより、第１ワッシャ３０の第１端面３２に対
して第２ワッシャ３１の第２端面３３が押圧され、第１端面３２および第２端面３３の摺
接抵抗が予め定められた値に設定される。
【００３４】
　次に、軸体１２を第１固定部材１９に組み込む。
　軸体１２に第１固定部材１９に組み込みに際し、第１ワッシャ３０の大径部３８と鍔部
２９との間に形成されている小径部３９の厚み寸法Ｌ１に相当する回動支持空隙を第１固
定部材１９の挿通孔２６に挿入する。
　これにより、第１ワッシャ３０の係合凹部４２が第１固定部材１９のガイド溝２７の係
合突起２８に係合される。
　よって、第１ワッシャ３０は、軸体１２に対して相対的に回動可能となるとともに、第
１固定部材１９に対して回動不可能となる。
【００３５】
　そして、軸体１２から引き出されている電線を外部接続端子１７，１８にそれぞれ電気
的に接続し、第１固定部材１９に第２固定部材２０を被せてから、ねじ２３をねじ孔２１
，２２に挿通してナットにねじ込ませる。
【００３６】
　このような照明器具１０は、天井に設置された例えばコンセントレールに回動装着され
ることによって外部接続端子１７，１８が電源回路に電気的に接続される。
【００３７】
　そして、灯具本体１１の照射方向を所望の方向に向けるに際し、灯具本体１１が回動さ
れる。灯具本体１１が回動されることにより軸体１２が灯具本体１１とともに回動される
。
　このとき、軸体１２とともに第２ワッシャ３１が回動され、第２ワッシャ３１の回動規
制用突部３７が第１ワッシャ３０の係合突起４１に係合するまでの範囲において軸体１２
が回動されて灯具本体１１の照射方向が任意の方向に向けられることになる。
【００３８】
　次に、図５を参照して、本発明の一実施形態の照明器具１０に適用される第１ワッシャ
の第１変形例について説明する。
【００３９】
　図５に示すように、第１変形例の第１ワッシャ５１は、天部に配置された大径部５２と
、大径部５２から下方に向けて延出された小径部５３と、を有し、大径部５２の一対の係
合突起４１に対して円周方向にほぼ９０度の角度を置いた位置に一対の係合面５４をそれ
ぞれ有する。
【００４０】
　係合面５４は、固定部材１３のガイド溝２７に形成された不図示の係合受面に係合され
る。
　これにより、第１ワッシャ５１は、軸体１２に対して相対的に回動可能となるとともに
、第１固定部材１９に対して回動不可能となる。
【００４１】
　次に、図６を参照して、本発明の一実施形態の照明器具１０に適用される第１ワッシャ
の第２変形例について説明する。
【００４２】
　図６に示すように、第２変形例の第１ワッシャ６１は、天部に配置された大径部６２と
、大径部６２から下方に向けて延出された小径部６３と、を有し、大径部６２の一対の係
合突起４１に対して円周方向にほぼ９０度の角度を置いた位置に一対の係合突起６４をそ
れぞれ有する。
【００４３】
　係合突起６４は、固定部材１３のガイド溝２７に形成された不図示の係合凹部に係合さ
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れる。
　これにより、第１ワッシャ６１は、軸体１２に対して相対的に回動可能となるとともに
、第１固定部材１９に対して回動不可能となる。
【００４４】
　前述した一実施形態の照明器具１０によれば、第１ワッシャ３０，５１，６１の小径部
３９，５３，６３が挿通孔２６の挿通方向長さ寸法Ｌ２を超える厚み寸法ｌ１を有する。
　そのため、従来のもののように回動角規制体と波形ワッシャとを組み込む必要がなくな
る。
　よって、多くの部品を組み付ける必要がなくなって組立作業性を良好にすることにより
、組立性の向上を図ることができるとともに、部品管理を削減として生産性の向上を図る
ことができる。
【００４５】
　加えて、一実施形態の照明器具１０によれば、ナット３４の軸体１２の雄ねじ部１５へ
の螺合により、第１ワッシャ３０，５１，６１の第１端面３２に対して第２ワッシャ３１
の第２端面３３を押圧して、第１端面３２および第２端面３３の摺接抵抗が任意に設定さ
れて維持され、第１ワッシャ３０，５１，６１および第２ワッシャ３１が、互いの第１端
面３２および第２端面３３における外周縁側において当接する。
　そのため、ナット３４が螺合された軸体１２を第１固定部材１９に組み込むに際し、第
１端面３２および第２端面３３の摺接抵抗が第１固定部材１９の挿通孔２６に対して任意
に設定されて維持されていて、第１ワッシャ３０，５１，６１および第２ワッシャ３１が
、互いの第１端面３２および第２端面３３における外周縁側において当接している軸体１
２を第１固定部材１９に組み込むことになる。
　よって、ナット３４の締め付け力が所定値を超えて大きくなったとしても、第１ワッシ
ャ３０，５１，６１が鍔部２９に座屈等を起こすことがないので、安定した動作を行うこ
とができる。
【００４６】
　なお、前記実施形態で使用した灯具本体１１、軸体１２、固定部材１３、回動機構１４
は例示したものに限定するものではなく適宜変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態の照明器具の外観図
【図２】図１の照明器具の分解斜視図
【図３】図１の照明器具に適用した第１ワッシャの外観斜視図
【図４】図１の照明器具に適用した軸体を第１固定部材に組み付けた正面図
【図５】図１の照明器具に適用した第１ワッシャの第１変形例の外観斜視図
【図６】図１の照明器具に適用した第１ワッシャの第２変形例の外観斜視図
【符号の説明】
【００４８】
　１０　照明器具
　１１　灯具本体
　１２　軸体
　１３　固定部材
　１４　回動機構（回動手段）
　１９　第１固定部材（固定部材）
　２０　第２固定部材（固定部材）
　２９　鍔部
　３０　第１ワッシャ
　３１　第２ワッシャ
　３２　第１端面
　３３　第２端面
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　３４　ナット
　３９　小径部
　５１　第１ワッシャ
　５３　小径部
　６１　第１ワッシャ
　６３　小径部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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